




異常家きん等の届出を受けた際の報告 

 

１ 届出受理  令和 8 年 3月 25日（水） 午前 8時 50分 

 

２ 届出受理者氏名： 大河原家畜保健衛生所 防疫班 

 

３ 異常家きんの所在場所 

所 在 地 角田市 

 

４ 当該施設に関する情報 

肉用あひる、飼養羽数：約 9,000羽 

飼養形態：平飼い、開放鶏舎 

１４鶏舎のうち、２号鶏舎及び４号鶏舎で死亡羽数の増加 

 

５ 届出事項 

  異常家きんの週齢：１及び２週齢 

  主な症状（稟告）：第 2鶏舎約 100羽死亡 第 4鶏舎約 70羽死亡 

  異常家きんの家きん舎の分布状況：鶏舎内に散在 

 

６ 既に講じた措置 

  と畜停止 

 

７ 届出者への指示事項 

  飼養する全ての家きんについて移動を自粛すること 

  農場の出入り口を１カ所に限り、関係者以外を立入させないこと 

  農場外に者を搬出しないこと 

  所有者、従業員が外出する場合は、適切な消毒を実施すること 

  排せつ物、敷料等は、他の家きんと接触しないようにすること。 

 



角田市の家きん農場におけるにおける高病原性鳥インフルエ

ンザ疑い事例の発生について 経過及び予定 

 

【３月２５日（水）】 

08：50 異常畜通報 

09：30 大河原家畜保健衛生所 出発 

10：10 農場到着 

11：53 簡易検査 開始 

12:50  簡易検査結果判明 陽性 

15:22  農場から仙台家保に検体搬送 農場出発 

 

以下、予定 

17：00 検体が仙台家保 到着 

17：50 遺伝子検査 開始 

17：30 対策本部会議開催 

 

【３月２６日（木）】 

07：00 遺伝子検査終了（宮城県） 

07：00 農林水産省へ報告 

09：00 疑似患畜確定（プレスリリース） 

09：00 殺処分開始 

 

【３月２７日（金）】 

殺処分完了見込み 

 

【３月２９日（日）】 

農場消毒・埋却完了し，防疫措置完了見込み 

 

 



その他防疫措置に係る情報 

 

１ 動員 

  県職員、市職員、建設業協会員 

 

２ 殺処分予定羽数 

  約 9,000 羽 

 

３ 埋却場所 

  発生農場の私有地を予定 

 

４ 移動制限等  

  移動制限（３ｋm 圏内：２農場、合計飼養羽数：約 50,000 羽） 

 搬出制限（１０ｋｍ圏内：９農場、合計飼養羽数：約 200,000 羽） 

 

５ 消毒ポイント 

  選定中 

 

６ 防疫措置支援センター 

  大河原合同庁舎 

 

7 発生農場確認検査 

  ３ｋm 圏内：２農場 



 

 

【例：鳥インフルエンザの場合】 

農場での作業

埋却チーム

家きん取出し係 ・採卵鶏では、鶏の翼や足をつかみケージから取り出し、運搬係が運
ぶ台車に載せたポリ容器に１０羽入れていく（すでに死亡している鶏は
そのまま残す）。

・肉用鶏では４人が板やネットで鶏を囲み、３人で捕鳥し、ビニール袋
を敷いたポリ容器に５羽程度（鶏の大きさによる）入れ運搬係へ渡す。

・総羽数確認のため、ポリ容器に入れる羽数はリーダの指示に従って
下さい。

運搬係

炭酸ガス注入係

搬出係

・採卵鶏では、台車に載せたポリ容器に規定の羽数を入れて炭酸ガス
注入係まで運ぶ。更に空のポリ容器にビニール袋を敷き、捕鳥係まで
運ぶ。

・肉用鶏では台車又は仮設レールを使い殺処分係へ運ぶ。また空の
容器を採卵鶏と同様に捕鳥係まで運ぶ。

・鶏が入ったポリ容器に５秒間炭酸ガスを噴射し、蓋を閉め１分間静
置後容器を左右に揺すり、羽音などの生存反応を確認する。
死亡を確認したら搬出係へ渡す。

・鶏の入ったビニール袋をポリ容器から取り出し、口を専用バンドで結
束後鶏舎外に搬出しフレコンバックに投入。

・焼却の場合は、ビニール袋をミッペールに詰め、搬出の準備をする。

・掘削した埋却溝に石灰を散布し、シートを敷き準備をする。

・重機で運ばれてきたフレコンバックの埋却溝投入補助を行う。

・焼却の場合は、トラックによる搬出の準備及び焼却作業を補助する。

・殺処分及び鶏の搬出が終わったら、鶏舎内の鶏卵・鶏糞・飼料等の

搬出、清掃、消毒を順次行う。

清掃・消毒チーム

班毎にリーダーの指示に従って下さい。

 
  


